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制度の名称 日本司法支援センター（法テラス）

制度の内容 　法テラスでは、法的問題について、解決に役立つ法制度や各種手続、相談窓口等の情
報を提供しています。被災者の方を対象とした無料法律相談も行っています。

必要書類等 −
問 合 せ 先 被災者専用フリーダイヤル　☎ 0120-078309

制度の名称 台風15号・19号の災害に伴い雇用調整助成金の特例を実施します

制度の内容
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一
時的に休業、教育訓練又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃
金等の一部を助成するものです。

必要書類等 −
問 合 せ 先 ハローワーク常陸大宮　☎ 52-3185

　各支援制度には一定の適用基準が設けられてお
り、支援制度が適用とならない場合があります。
　実際に制度が活用できるかどうかなど、各制度
に関する詳細（申請・り災証明等の添付書類など）
については、支援制度ごとに記載している問合せ
先にご相談ください。


